
島根県立農林大学校でチェーンソー作業従事者特別教育を

修了された皆様へ

平成３１年２月１２日に伐木等作業に係る労働安全衛生規則

の一部改正する省令が公布されました。

安衛則は２０１９年８月施行／特別教育は２０２０年８月適用

労働安全衛生規則第３６条第８号又は８号の２に掲げる特別教育の修了者は、2020年7

月までに、伐木等の業務特別教育の補講を受けないと、2020年8月からチェーンソーを

用いた伐木等作業に就くことができなくなりますので注意して下さい。





補講は、林業・木材製造業労働災害防止協会 各都道府県支部で実施予定です。

詳しくは、各都道府県支部へ問い合わせ下さい。

①安衛則第36条第8号修了者 （農林大）

②安衛則第36条第8号の2修了者

補講のコース

①学科2時間・実技0.5時間

②学科3時間・実技2時間

補講時間数


